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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
同
意
の
な
い
わ
い
せ
つ
動
画
像
の
削
除
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
同
意
の
な
い
わ
い
せ
つ
動
画
像
の
削
除
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
同
意
の
な
い
わ
い
せ
つ
な
コ
ン
テ
ン
ツ
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
条
に
お
い
て
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
警
察
に
お
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な

事
案
に
応
じ
て
、
法
第
三
条
第
一
項
違
反
等
の
罪
に
係
る
事
件
の
捜
査
を
迅
速
に
行
う
と
と
も
に
、
私
事
性
的
画
像
記
録

（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
私
事
性
的
画
像
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
者
に
対
し
て
法
第

四
条
第
一
号
の
申
出
を
行
う
場
合
の
申
出
方
法
等
を
教
示
す
る
な
ど
、
「
発
見
か
ら
削
除
ま
で
の
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
の
」

措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
、
当
該
措
置
に
つ
い
て
の
更
な
る
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
同
意
の
な
い
わ
い
せ
つ
な
動
画
像
の
拡
散
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
警
察
に
お
い
て
は
、
法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
相
談
対
応
を
行
う
職
員
に
対
し
て
、
法
の
規
定
の
趣
旨
及
び
内
容
、



 

２ 

 

捜
査
上
の
配
慮
事
項
等
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
な
ど
し
て
、
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
者
の
相
談
等

に
、
被
害
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
心
情
に
も
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
適
切
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
同
意
の
な
い
わ
い
せ
つ
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
拡
散
」
を
防
ぐ
た
め
の
「
刑
事
罰
を
含
め
た
厳
格
な
法
規
制
の
導

入
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法
第
三
条
に
お
い
て
、
第
三
者
が
撮
影
対
象
者
を

特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
私
事
性
的
画
像
記
録
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
提
供
し
た

者
等
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
令
和
五
年
六
月
二
十
三
日
に
公
布
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す

る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
三
条
に
お
い
て
、
性
的
影
像
記
録
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
性
的
影
像
記
録
を
い
う
。
）
を

提
供
し
た
者
等
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
同
意
の
な
い
わ
い
せ
つ
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
拡
散
」
を
防
ぐ
た
め
の
「
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
」
の

具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
警
察
に
お
い
て
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
私
事

性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
教
育
活
動
及
び
啓
発
活
動
を
推
進
し
て
お
り
、



 

３ 

 

ま
た
、
法
務
省
に
お
い
て
は
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第

二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像

に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
関
係
府
省
庁
と
連
携
し
つ
つ
、
周
知

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 


